
 

地域活動協議会補助金申請システムの運用等に関する要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域活動協議会補助金申請システム（地域活動協議会補助金（以下「補

助金」という。）の申請等に係る手続きに必要な事項及び書類に係る電磁的記録を、電気通信

回線を通じて送信し、送信された当該電磁的記録を審査及び承認する機能を有する情報シス

テム（大阪市情報システム等の整備及び運用に関する規程（令和５年達第 16 号）第２条第１

号に規定する情報システムをいう。）で、市民局長が所管するものをいう。以下｢本システム」

という。）の運用に必要な事項及び各区の地域活動協議会補助金交付要綱（以下「各区要綱」

という。）において定める本システムを使用して電気通信回線を通じて送信する方法により

補助金の申請等に係る手続きを行うために必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 本システムは、地域課題に対応するとともに地域のまちづくりを推進するといった地

域経営を行い準行政機能を有する地域活動協議会（各区長により認定を受けたものに限る。

以下「地活協」という。）が今後も当該機能を十分に果たすことができるための行政支援のひ

とつとして、補助金の申請事務の負担を軽減することを目的とする。 

 

（本システムの運用） 

第３条 市民局長は、本システムの適切な運用を行うために、地域活動協議会補助金申請シス

テム運用責任者（以下「運用責任者」という。）を置く。 

２ 運用責任者は、市民局区政支援室地域連携担当課長の職にある者をもって充てる。 

３ 運用責任者は、本システムの運用に関する業務を行うものとする。 

 

（本システム利用者の要件） 

第４条 本システムを使用する者（個人に限る。以下「利用者」という。）は、次の各号に掲げ

るいずれかの者でなければならない。 

⑴ 地活協の会計事務に従事する者（従事する予定である者を含む。）であって、この要綱の

規定を遵守することを誓約した者 

⑵ 補助金に関する事務に従事する区役所の職員（会計年度職員及び区役所の事務又は事業

を本市以外の者に委託し又は請け負わせる場合における当該事務又は事業を行う者の従業

員を含む。） 

 

（利用登録の申請） 

第５条 利用者に係る本システムの利用登録の申請（以下「利用登録申請」という。）は、次の

各号に掲げる利用者の区分に応じ当該各号に掲げる者が、第１号様式による地域活動協議会

補助金申請システム利用登録申請書（以下「利用登録申請書」という。）を運用責任者に提出

する方法により行うものとする。 

⑴ 前条第１号に掲げる者に該当する利用者 本システムを使用して補助金の申請等に係る



 

手続きを行おうとする地活協 

⑵ 前条第２号に掲げる者に該当する利用者 区長 

 

（利用登録の決定及び変更） 

第６条 市長は、利用登録申請があった場合において当該利用者が第４条各号に掲げる者に該

当すると認めたときは、当該利用登録申請を承認し利用登録（当該利用者に係るＩＤ（以下

「利用者ＩＤ」という。）及び当該ＩＤに係る仮パスワードを利用者に付与することをいう。

以下同じ。）を行い、当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、利用登録申請があった場合において当該利用者が第４条各号に掲げる者に該当し

ないと認めたときは、利用登録しないことを決定し、当該申請をした者に通知するものとす

る。 

３ 利用者は、第１項の規定により行った利用登録に係る利用者の情報に変更があった場合は、

その旨を、利用登録申請書により、市長に申請するものとする。この場合において、市長は

申請のあった変更の情報に基づき、当該利用登録に係る利用者の情報を変更するものとする。 

 

（利用者ＩＤ及びパスワードの管理） 

第７条 利用者は、第６条第１項の規定により付与された利用者ＩＤ及びパスワード（第６条

第１項に規定する仮パスワード及び利用登録後に利用者が当該仮パスワードを変更して任意

に設定するパスワードをいう。以下同じ。）について、次の各号に掲げる事項に注意し、利用

者本人の責任において厳重に管理しなければならない。 

⑴ 利用者ＩＤ、パスワードは他人に知られないように管理すること。 

⑵ パスワードの第三者への漏えい防止に努めること。 

⑶ 利用者ＩＤ、パスワードの照会には応じないこと。 

 

（申請等を行った者を確認するための措置） 

第８条 大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成 17 年大阪市規

則第 181 号）第４条第２項ただし書に規定する市長が別に定める方法は、第５条第１号に掲

げる者による利用登録申請により利用登録された利用者に係る利用者ＩＤ及びパスワードに

よる本システムの認証が行われた場合において、本システムの操作により第 10 条に掲げる

手続きが行われたことを確認する方法とする。 

 

（利用登録の取消し） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができる。 

⑴ 利用者が第４条各号に掲げる者に該当しなくなったとき 

⑵ 第５条各号に掲げる者が、利用登録申請書により、当該利用者が本システムの利用を行

わない旨の申請を行ったとき 

⑶ 当該利用者がこの要綱に定める事項に違反したと市長が認めたとき 

 

（本システムで行うことのできる手続き） 

第 10 条 本システムを使用することにより行うことのできる手続きは、次の各号に掲げるも



 

のとする。 

⑴ 補助金の交付の申請に係る手続き 

⑵ 補助金の交付の申請の取下げに係る手続き 

⑶ 補助事業（補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。）の内容等の変更の申請に

係る手続き 

⑷ 補助事業の中止又は廃止の申請に係る手続き 

⑸ 補助事業の成果の報告に係る手続き 

⑹ 補助金の精算に係る手続き 

２ 本システムを使用して前項各号に掲げる手続きを行う場合は、本システムに所定の事項を

入力するとともに所定の方法により当該手続きに必要な書類の電磁的記録を本システムに登

録することにより、次の各号に掲げる手続きに応じ当該各号に定める様式による電磁的記録

を作成し、本システムを通じて本市に提出するものとする。 

⑴ 前項第１号に掲げる手続き 第２号様式による地域活動協議会補助金交付申請書 

⑵ 前項第２号に掲げる手続き 第３号様式による地域活動協議会補助金交付申請取下書 

⑶ 前項第３号に掲げる手続き 第４号様式による地域活動協議会補助金変更承認申請書 

⑷ 前項第４号に掲げる手続き 第５号様式による地域活動協議会補助金止中止・廃止承認

申請書 

⑸ 前項第５号に掲げる手続き 第６号様式による地域活動協議会補助金実績報告書 

⑹ 前項第６号に掲げる手続き 第７号様式による地域活動協議会補助金精算書 

３ 前項の規定にかかわらず、やむをえない事由により前項に規定する手続きに必要な書類の

電磁的記録を本システムに登録できない場合は、各区長が認める方法により提出することが

できる。 

 

（費用負担） 

第 11 条 利用者が本システムを利用するために必要な機器（ソフトウェア及び通信手段に係

るものを含む。）に係る費用及び通信費用については、本市の予算（市民局の所管する部分に

限る。）による負担は行わないものとする。 

 

（本システム運用の一時休止） 

第 12 条 市民局長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本システムの一部

または全部を一時休止することができる。 

⑴ 本システム及び大阪市市民活動ポータルサイトの保守・点検等を行う場合 

⑵ 本システムの利用が著しく集中した場合 

⑶ 本システム及び大阪市市民活動ポータルサイトに重大な障害その他やむを得ない理由が

生じた場合 

⑷ 地震等の天災や火災、停電その他の非常事態が発生した場合 

⑸ 前４号に掲げる場合のほか、不測の事態により本システムの管理運用上支障を及ぼす場

合 

 

（利用可能時間） 



 

第 13 条 本システムは、第 12 条各号に掲げる場合を除き、常時運用する。 

 

（障害発生時等の措置） 

第 14 条 本システムが利用できない場合において、利用者が第 10 条第１項各号に掲げるいず

れかの手続きを行う必要があるときは、利用者は、各区要綱に定める本システムを使用して

電気通信回線を通じて送信する方法以外の方法による手続きを行うこととする。 

 

（禁止事項） 

第 15 条 本システム利用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。 

⑴ 本システムを補助金に係る申請等の手続き以外の目的で利用する行為 

⑵ 本システムに対する不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成

11 年法律第 128 号）第２条第４項に規定する不正アクセス行為をいう。） 

⑶ 本システムの管理及び運用を故意に妨害する行為 

⑷ 本システムに対し、ウイルスに感染したファイルを故意に送信する行為 

⑸ 法令等に反すると認められる行為 

⑹ 前５号に掲げる行為のほか本システムの円滑な運用を阻害するような行為 

 

（業務の委託） 

第 16 条 市長は第３条第３項に規定する運用責任者の業務のうち、次の各号に掲げる利用登

録に関する業務を事業者に委託することができる。 

⑴ 利用登録の業務 

⑵ 第６条第３項の規定による利用登録に係る利用者の情報の変更の業務 

⑶ 第９条の規定による利用登録の取消しの業務 

 

（雑則） 

第 17 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年 11 月 18 日から施行する。ただし、第５条から第７条まで及び第 16 条

（第３号を除く。）並びに第１号様式の規定は、令和６年 10 月 15 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



第１号様式 域活動協議会補助金申請システム利用登録申請書 

ア 地活協用 

（表） 

 

 年  月  日  

 

大 阪 市 長 

 

                  住    所 

                  （主たる事務所の所在地） 

氏    名 

                  （地域活動協議会の名称、代表者の氏名） 

 

 

地域活動協議会補助金申請システム利用登録（登録・変更・取消）申請書 

 

 

地域活動協議会補助金申請システム利用登録等について、誓約内容を承諾の上、次のとお

り申請します。 

 

１．登録 

利用者氏名 担当 ※ 

  

  

  

  

  

  

  

※ 全事業を担当する方は主担当、一部の事業を担当する方は副担当を選択して下さい 

 

２．変更  

利用者ＩＤ 変更箇所 変更内容 

   

 

３．取消  

利用者ＩＤ 利用者氏名 

  

 

《区役所確認欄》 

□ この申請は、区長が認定する地域活動協議会からの申請であることを確認しまし

た。 



 

 

（裏） 

誓約事項 

 

⚫ 利用登録の申請に記載された利用者全員がこの誓約事項について承知していること 

⚫ 利用登録の申請に記載された利用者全員が地域活動協議会補助金申請システムの運用

等に関する要綱第４条第１号に該当していること 

⚫ 大阪市は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者

が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わない。また、本システムの提供の遅

延、本システムの運用の停止、休止又は制限により発生した利用者の損害及び利用者が

第三者に与えた損害について、一切の責任を負わない 

 

（参考）地域活動協議会補助金申請システムの運用等に関する要綱  

（抜粋） 

 第４条 本システムを使用する者（個人に限る。以下「利用者」という。）は、次の各号に掲げる 

いずれかの者でなければならない。 

  ⑴ 地活協の会計事務に従事する者（従事する予定である者を含む。）であって、この要綱の規定を 

 遵守することを誓約した者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

イ 区役所用 

（表） 

 

 年  月  日  

 

大 阪 市 長 

区 長 

 

 

地域活動協議会補助金申請システム利用登録（登録・変更・取消）申請書 

 

 

地域活動協議会補助金申請システム利用登録について、次のとおり申請します。 

 

１．登録 

地域活動協議会補助金申請システム利用登録等について、誓約内容を承諾の上、次の

とおり申請します。 

 

 【区役所】 

 

 

 【委託業者】 

利用者氏名 利用範囲※ 

  

  

  

  

※ システム利用の範囲について、区役所職員と同等（承認以外）の権限もしくは閲

覧権限のみを選択して下さい。 

２．変更 

利用者ＩＤ 変更箇所 変更内容 

   

 

３．削除 

利用者ＩＤ 利用者氏名 変更理由 

   

 

  

利用者氏名 

 

 

 



 

 

（裏） 

誓約事項 

 

⚫ 利用登録の申請に記載された利用者全員がこの誓約事項について承知していること 

⚫ 利用者が地域活動協議会補助金申請システムの運用等に関する要綱第４条第２号に該

当していること 

⚫ 委託業者の利用範囲については、区役所における委託業務の範囲を超えていないこと 

⚫ 大阪市は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者

が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わない。また、本システムの提供の遅

延、本システムの運用の停止、休止又は制限により発生した利用者の損害及び利用者が

第三者に与えた損害について、一切の責任を負わない 

 

 

（参考）地域活動協議会補助金申請システムの運用等に関する要綱  

（抜粋） 

  第４条 本システムを使用する者（個人に限る。以下「利用者」という。）は、次の各号に掲げる 

いずれかの者でなければならない。 

 ⑵ 補助金に関する事務に従事する区役所の職員（会計年度職員及び区役所の事務又は事業を本市 

 以外の者に委託し又は請け負わせる場合における当該事務又は事業を行う者の従業員を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第２号様式 地域活動協議会補助金交付申請書 

システム様式第１号 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長 

 

 

                  住 所 

                  （主たる事務所の所在地） 

氏    名 

（地域活動協議会の名称、代表者の氏名） 

 

 

 

  区地域活動協議会補助金交付申請書 

 

 

標題の補助金について交付を受けたいので、  区地域活動協議会補助金交付

要綱第 条の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

１ 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎 

(1) 補助金の額    （活動費補助金）金          円 

（運営費補助金）金          円 

（合    計）金          円 

 

(2) 算出の基礎    別紙事業計画書のとおり 

 

２ 補助事業等の開始日及び完了予定日 

       年  月  日～    年  月  日 

 

３ 添付書類 

 

 

 

４ その他 

 



 

 

第３号様式 地域活動協議会補助金交付申請取下書 

システム様式第４号 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長 

 

                  住 所 

                  （主たる事務所の所在地） 

氏    名 

（地域活動協議会の名称、代表者の氏名） 

 

 

  区地域活動協議会補助金交付申請取下書 

 

 

    年  月  日付け大阪市指令  第    号にて通知のあった

  区地域活動協議会補助金の交付決定について、  区地域活動協議会補助金

交付要綱第 条の規定により申請を取り下げます。     

 

 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日       年  月  日 

 

２ 取下げの理由 

 

 

  



 

 

第４号様式 地域活動協議会補助金変更承認申請書 

システム様式第５号 

  年  月  日 

 

大 阪 市 長 

 

                  住 所 

                  （主たる事務所の所在地） 

氏    名 

（地域活動協議会の名称、代表者の氏名） 

 

 

  区地域活動協議会補助金変更承認申請書 

 

 

    年  月  日付け大阪市指令  第    号にて補助金の交付

の決定を受けた補助事業等について、  区地域活動協議会補助金交付要綱第 

条の規定より、次のとおり変更の承認を申請します。 

 

 

 （変更する内容及びその理由） 



 

 

第５号様式 地域活動協議会補助金中止・廃止承認申請書 

システム様式第７号 

年  月  日 

 

大 阪 市 長 

 

 

                  住 所 

                  （主たる事務所の所在地） 

氏    名 

（地域活動協議会の名称、代表者の氏名） 

 

 

  区地域活動協議会補助金中止・廃止承認申請書 

 

 

    年  月  日付け大阪市指令  第    号にて補助金の交付

決定を受けた補助事業等について、  区地域活動協議会補助金交付要綱第 条

の規定により、次のとおり中止・廃止の承認を申請します。 

 

 

 （中止・廃止の理由（中止の場合は、その期間）） 



 

 

第６号様式 地域活動協議会補助金実績報告書 

システム様式第 11 号 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長 

 

                  住 所 

                  （主たる事務所の所在地） 

氏    名 

（地域活動協議会の名称、代表者の氏名） 

 

 

  区地域活動協議会補助金実績報告書 

 

 

    年  月  日付け大阪市指令  第    号にて補助金の交付

決定を受けた補助事業等について、  区地域活動協議会補助金交付要綱第 条

の規定により、次のとおり実績を報告します。 

 

 

１ 補助事業等の名称 

 

２ 補助金の予定金額   （活動費補助金）金          円 

   （運営費補助金）金          円 

   （合    計）金          円 

 

３ その他必要事項 

(1) 補助金の交付決定額 金          円 

その精算額 金          円 

 

４ 添付書類 

 

 

 

 

５ その他 

 



 

 

第７号様式 地域活動協議会補助金精算書 

システム様式第 13 号 

年  月  日  

 

大 阪 市 長 

  

                  住 所 

                  （主たる事務所の所在地） 

氏    名 

（地域活動協議会の名称、代表者の氏名印） 

 

 

  区地域活動協議会補助金精算書 

 

 

    年  月  日付け大阪市指令  第    号にて補助金の交付

決定を受けた補助事業等について、  区地域活動協議会補助金交付要綱第 条

の規定により、次のとおり精算内容を提出します。 

 

 

１ 精算内容  受領額      （活動費補助金）金        円 

                 （運営費補助金）金        円 

                 （合    計）金        円 

 

        支出額      （活動費補助金）金        円 

                 （運営費補助金）金        円 

                 （合    計）金        円 

 

        差引剰余額    （活動費補助金）金        円 

                 （運営費補助金）金        円 

                 （合    計）金        円 

 

２ 添付書類 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

 


